
  

一 

国
の
財
政
運
営
に
お
け
る
不
要
資
産
の
活
用
、
透
明
性
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
案
） 

目
次 

 

第
一
章 
総
則
（
第
一
条
） 

 

第
二
章 

国
の
財
政
運
営
に
係
る
基
本
方
針
（
第
二
条
・
第
三
条
） 

 

第
三
章 

中
期
目
標
及
び
短
期
目
標
（
第
四
条
） 

第
四
章 

予
定
財
務
書
類
及
び
決
定
財
務
書
類
並
び
に
そ
の
提
出
に
併
せ
て
行
う
報
告
等 

 
 

第
一
節 

定
義
（
第
五
条
） 

第
二
節 

予
定
財
務
書
類
及
び
決
定
財
務
書
類
（
第
六
条
） 

 
 

第
三
節 

予
定
財
務
書
類
及
び
決
定
財
務
書
類
の
提
出
に
併
せ
て
行
う
報
告
等
（
第
七
条
―
第
九
条
） 

 
 

第
四
節 

そ
の
他
の
予
定
財
務
書
類
の
提
出
等
（
第
十
条
） 

 

附
則 

 
 

 

第
一
章 

総
則 

（
目
的
） 



 

二 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
国
民
の
税
負
担
の
増
加
を
抑
制
し
つ
つ
、
国
の
規
律
あ
る
財
政
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
国
の
財
政

運
営
に
係
る
基
本
方
針
、
こ
れ
に
基
づ
く
財
政
運
営
の
目
標
の
策
定
、
予
定
財
務
書
類
及
び
決
定
財
務
書
類
の
作
成
及
び
国

会
へ
の
提
出
、
当
該
基
本
方
針
の
遵
守
の
状
況
に
関
す
る
国
会
へ
の
報
告
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
国
等
の
不
要

資
産
の
活
用
、
国
の
財
政
運
営
の
透
明
性
の
向
上
及
び
財
政
会
計
制
度
改
革
（
国
の
予
算
及
び
決
算
そ
の
他
財
政
の
基
本
に

関
す
る
制
度
並
び
に
公
会
計
基
準
の
改
革
を
い
う
。
）
の
推
進
を
図
り
、
も
っ
て
国
の
財
政
運
営
に
係
る
責
任
の
明
確
化
に

資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 

 

第
二
章 

国
の
財
政
運
営
に
係
る
基
本
方
針 

（
当
面
の
財
政
運
営
に
係
る
基
本
方
針
） 

第
二
条 

国
の
財
政
運
営
は
、
当
面
、
次
に
掲
げ
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

国
の
歳
出
の
財
源
を
確
保
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
国
等
の
不
要
資
産
（
特
別
会
計
の
資
産
そ
の
他
の
国
の
資
産
及
び
独

立
行
政
法
人
等
（
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
、
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設
立
さ
れ

た
法
人
及
び
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
設
立
に
関
し
行
政
官
庁
の
認
可
を
要
す
る
法
人
（
政
令
で
定

め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
資
産
で
不
要
な
も
の
を
い
う
。
）
を
活
用
す
る



  

三 

こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
税
負
担
の
増
加
を
で
き
る
限
り
抑
制
す
る
こ
と
。 

二 
国
の
債
務
の
残
高
を
適
切
な
水
準
に
低
減
さ
せ
る
こ
と
を
旨
と
し
、
こ
れ
が
達
成
さ
れ
る
ま
で
、
で
き
る
限
り
、
国
の

資
産
及
び
債
務
の
圧
縮
を
行
う
ほ
か
、
早
期
に
一
会
計
年
度
の
国
の
基
礎
的
財
政
収
支
の
黒
字
化
（
国
の
歳
入
か
ら
公
債

そ
の
他
の
借
入
れ
に
係
る
収
入
金
を
控
除
し
た
額
が
国
の
歳
出
か
ら
公
債
そ
の
他
の
借
入
れ
に
係
る
償
還
金
及
び
利
子
を

控
除
し
た
額
を
上
回
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
図
る
と
と
も
に
、
特
例
公
債
（
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
三
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
公
債
以
外
の
公
債
で
あ
っ
て
、
一
会
計
年
度
の
一

般
会
計
の
歳
出
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
特
別
の
法
律
に
基
づ
き
発
行
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
発
行
し
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
。 

三 

将
来
の
世
代
に
配
慮
し
、
国
の
純
資
産
の
額
に
つ
い
て
、
一
定
の
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
。 

四 

税
負
担
に
係
る
水
準
が
で
き
る
限
り
安
定
的
に
維
持
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
水
準
の
変
更
が
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
っ

た
場
合
に
お
け
る
そ
の
変
更
が
国
民
に
と
っ
て
予
見
可
能
な
も
の
と
な
る
こ
と
等
に
特
に
留
意
し
つ
つ
、
経
済
事
情
の
著

し
い
変
動
等
に
よ
る
歳
出
の
増
加
又
は
歳
入
の
減
少
が
財
政
に
与
え
る
影
響
の
軽
減
を
図
る
た
め
に
必
要
な
財
政
上
の
措

置
（
こ
れ
に
併
せ
て
金
融
上
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
金
融
上
の
措
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
講
ず



 

四 

る
こ
と
。 

（
財
政
処
理
に
係
る
国
会
の
権
限
） 

第
三
条 
国
の
資
産
及
び
債
務
に
係
る
異
動
に
関
す
る
処
理
に
つ
い
て
、
国
会
は
、
そ
の
議
決
に
よ
り
決
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。 

２ 

各
議
院
に
よ
る
予
算
の
修
正
に
つ
い
て
は
、
国
会
の
議
決
の
対
象
と
な
る
予
算
の
科
目
に
関
し
、
金
額
の
増
減
だ
け
で
な

く
、
そ
の
追
加
又
は
削
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
章 

中
期
目
標
及
び
短
期
目
標 

第
四
条 

内
閣
は
、
毎
年
度
、
財
政
法
第
十
七
条
各
項
の
送
付
に
先
立
っ
て
、
翌
年
度
以
降
政
令
で
定
め
る
期
間
に
お
い
て
第

二
条
に
定
め
る
基
本
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
行
う
財
政
運
営
の
目
標
（
以
下
「
中
期
目
標
」
と

い
う
。
）
及
び
翌
年
度
に
お
い
て
基
本
方
針
に
基
づ
き
行
う
財
政
運
営
の
具
体
的
な
目
標
（
以
下
「
短
期
目
標
」
と
い

う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

内
閣
は
、
中
期
目
標
及
び
短
期
目
標
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
ら
を
国
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

内
閣
は
、
国
の
財
政
状
況
、
社
会
経
済
情
勢
等
の
変
化
を
勘
案
し
て
、
適
宜
、
中
期
目
標
に
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る



  

五 

と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
内
閣
は
、
当
該
変
更
後
の
中
期
目
標

を
、
当
該
変
更
の
理
由
及
び
当
該
変
更
が
基
本
方
針
の
達
成
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
の
説
明
を
付
し
て
、
遅
滞
な
く
、
国

会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

第
四
章 
予
定
財
務
書
類
及
び
決
定
財
務
書
類
並
び
に
そ
の
提
出
に
併
せ
て
行
う
報
告
等 

 
 

 
 

第
一
節 

定
義 

第
五
条 

こ
の
章
に
お
い
て
「
公
会
計
基
準
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
公
会
計
財
務
書
類
の
作
成
の
基
準
、
独
立
行
政
法
人
等
で

あ
っ
て
国
の
事
務
及
び
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
と
し
て
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
に
お
い
て
国
の
一
般
会
計
及
び

特
別
会
計
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
さ
れ
る
べ
き
も
の
（
同
号
に
お
い
て
「
連
結
対
象
独
立
行
政
法
人
等
」
と
い
う
。
）
の
範

囲
そ
の
他
国
及
び
独
立
行
政
法
人
等
に
お
け
る
会
計
処
理
の
基
準
を
い
う
。 

一 

国
の
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に
お
け
る
資
産
及
び
負
債
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類
、
事
務
及
び
事
業
の
実
施
に
伴
い

発
生
し
た
費
用
を
記
載
し
た
書
類
そ
の
他
財
務
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類 

二 

独
立
行
政
法
人
等
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
そ
の
他
財
務
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類 

三 

国
の
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
並
び
に
連
結
対
象
独
立
行
政
法
人
等
に
つ
き
連
結
し
て
財
務
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類 



 

六 

２ 

こ
の
章
に
お
い
て
「
予
定
財
務
書
類
」
と
は
、
予
算
に
基
づ
く
前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
公
会
計
財
務
書
類
を

い
う
。 

３ 

こ
の
章
に
お
い
て
「
決
定
財
務
書
類
」
と
は
、
決
算
に
基
づ
く
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
公
会
計
財
務
書
類

を
い
う
。 

 
 

 
 

第
二
節 

予
定
財
務
書
類
及
び
決
定
財
務
書
類 

第
六
条 

国
会
は
、
内
閣
に
対
し
、
毎
会
計
年
度
の
予
算
及
び
補
正
予
算
に
係
る
予
定
財
務
書
類
並
び
に
毎
会
計
年
度
の
決
算

に
係
る
決
定
財
務
書
類
を
作
成
し
、
か
つ
、
当
該
予
定
財
務
書
類
及
び
当
該
決
定
財
務
書
類
を
当
該
予
算
及
び
当
該
決
算
と

と
も
に
提
出
す
る
こ
と
を
求
め
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
予
定
財
務
書
類
及
び
決
定
財
務
書
類
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
公
会
計
基
準
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

国
会
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
公
会
計
基
準
に
つ
い
て
、
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

第
三
節 

予
定
財
務
書
類
及
び
決
定
財
務
書
類
の
提
出
に
併
せ
て
行
う
報
告
等 

 

（
予
定
財
務
書
類
の
提
出
に
併
せ
て
行
う
報
告
等
） 



  

七 

第
七
条 

内
閣
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
定
財
務
書
類
の
国
会
へ
の
提
出
に
併
せ
て
、
次
の
事
項
を
国
会
に
報
告
す

る
と
と
も
に
、
当
該
予
定
財
務
書
類
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
予
定
財
務
書
類
に
係
る
短
期
目
標
と
当
該
予
定
財
務
書
類
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
財
務
上
の
数
値
と
の
間
に
お
け
る

乖か
い

離
の
有
無 

二 

前
号
の
乖
離
が
生
ず
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
、
基
本
方
針
に
基
づ
く
財
政
運
営
を
行
う
た
め
に
必
要
な
財
政
上
の
措

置
及
び
当
該
財
政
上
の
措
置
に
よ
り
基
本
方
針
に
基
づ
く
財
政
運
営
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る
時
期 

（
予
算
の
修
正
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
予
定
財
務
書
類
の
提
出
等
） 

第
八
条 

内
閣
は
、
国
会
に
提
出
し
た
毎
会
計
年
度
の
予
算
又
は
補
正
予
算
に
つ
い
て
国
会
に
お
い
て
修
正
が
な
さ
れ
た
場
合

に
は
、
当
該
修
正
後
の
予
算
に
係
る
予
定
財
務
書
類
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。 

 

（
決
定
財
務
書
類
の
提
出
に
併
せ
て
行
う
報
告
等
） 

第
九
条 

内
閣
は
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
財
務
書
類
の
国
会
へ
の
提
出
に
併
せ
て
、
次
の
事
項
を
国
会
に
報
告

す
る
と
と
も
に
、
当
該
決
定
財
務
書
類
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

八 

一 

当
該
決
定
財
務
書
類
に
係
る
年
度
に
つ
い
て
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
短
期
目
標
と
当
該
決
定
財
務

書
類
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
財
務
上
の
数
値
と
の
間
に
お
け
る
乖
離
の
有
無 

二 

前
号
の
乖
離
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
、
基
本
方
針
に
基
づ
く
財
政
運
営
を
行
う
た
め
に
必
要
な
財
政
上
の
措

置
及
び
当
該
財
政
上
の
措
置
に
よ
り
基
本
方
針
に
基
づ
く
財
政
運
営
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る
時
期 

 
 

 
 

第
四
節 

そ
の
他
の
予
定
財
務
書
類
の
提
出
等 

第
十
条 

各
議
院
が
、
そ
の
議
員
の
所
属
す
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
が
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常

選
挙
に
つ
い
て
公
表
し
た
国
政
に
関
す
る
重
要
政
策
及
び
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
基
本
的
な
方
策
等
の
内
容
に
基
づ
き
予

算
を
作
成
す
る
と
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
予
算
に
係
る
予
定
財
務
書
類
の
提
出
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
た
と
き
は
、

内
閣
は
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 



  

九 

第
二
条 

第
四
条
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
度
以
降
の
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
期
間
に
係
る
中
期
目
標
及
び

同
年
度
に
係
る
短
期
目
標
か
ら
適
用
す
る
。 

２ 

第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
章
第
三
節
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
度
の
予
算
及
び
決
算
か
ら
適
用
す
る
。 

 

（
財
政
構
造
改
革
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
廃
止
） 

第
三
条 

次
に
掲
げ
る
法
律
は
、
廃
止
す
る
。 

一 

財
政
構
造
改
革
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
九
号
） 

二 

財
政
構
造
改
革
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
停
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
十
号
） 

 

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
第
二
項
中
「
書
類
」
の
下
に
「
（
国
の
財
政
運
営
に
お
け
る
不
要
資
産
の
活
用
、
透
明
性
の
向
上
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
十
条
第
二
項
中
「
書
類
」
の
下
に
「
（
国
の
財
政
運
営
に
お
け
る
不
要
資
産
の
活
用
、
透
明
性
の
向
上
等
に
関
す
る
法

律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 



 

一
〇 

 
（
関
係
法
律
の
整
備
等
） 

第
五
条 

前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
関
係
法
律
の
整
備
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い

て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。



  

一
一 

理 

由 
国
民
の
税
負
担
の
増
加
を
抑
制
し
つ
つ
、
国
の
規
律
あ
る
財
政
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
国
の
財
政
運
営
に
係
る
基
本
方
針
、

こ
れ
に
基
づ
く
財
政
運
営
の
目
標
の
策
定
、
予
定
財
務
書
類
及
び
決
定
財
務
書
類
の
作
成
及
び
国
会
へ
の
提
出
、
当
該
基
本
方

針
の
遵
守
の
状
況
に
関
す
る
国
会
へ
の
報
告
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
国
等
の
不
要
資
産
の
活
用
、
国
の
財
政
運
営

の
透
明
性
の
向
上
及
び
財
政
会
計
制
度
改
革
の
推
進
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


